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に
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に
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し
、
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を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
「
竹
島
の
日
」
に
対
す
る
安
倍
晋
三
内
閣
の
認
識
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
北
方
領
土
の
日
」
は
、
昭
和
五
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日
の
衆
議
院
及
び
参
議
院
に
お
け
る
北
方
領
土
問
題

等
の
解
決
促
進
に
関
す
る
決
議
等
を
受
け
、
北
方
領
土
問
題
に
対
す
る
国
民
の
関
心
と
理
解
を
更
に
深
め
、
全
国
的
な
北
方

領
土
返
還
運
動
の
一
層
の
推
進
を
図
る
た
め
に
、
昭
和
五
十
六
年
一
月
六
日
の
閣
議
了
解
に
よ
り
、
毎
年
二
月
七
日
を
期
日

と
し
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
毎
年
同
日
に
は
北
方
領
土
返
還
要
求
全
国
大
会
（
以
下
「
大
会
」
と
い
う
。
）
が
開
催
さ
れ
て
お
り
、
内
閣
府
は

、
大
会
を
主
催
す
る
大
会
実
行
委
員
会
の
構
成
団
体
と
し
て
、
当
該
行
事
の
実
施
に
必
要
な
業
務
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

さ
ら
に
、
同
日
に
北
海
道
根
室
市
で
開
催
さ
れ
る
「
北
方
領
土
の
日
」
根
室
管
内
住
民
大
会
の
ほ
か
、
全
国
各
地
で
開
催

さ
れ
る
各
種
式
典
等
に
対
し
て
、
内
閣
府
に
お
い
て
後
援
名
義
の
使
用
を
承
認
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

北
方
領
土
問
題
と
竹
島
問
題
に
つ
い
て
の
政
府
の
取
組
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
土
問
題
を
め
ぐ
る
経
緯
及
び
状
況

一



等
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
を
単
純
に
比
較
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
政
府
と
し
て
は
、
お
尋
ね
の
「
竹
島
の
日

」
へ
の
対
応
も
、
諸
般
の
情
勢
を
踏
ま
え
て
、
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。

二


